
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
三
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
三
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

一
三
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

一
三
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
四
〇

○
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
件

一
四
一

○
土
地
改
良
区
連
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
四
一

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
収
用
又
は
使
用
の
手
続
を
開
始
し
た
件

一
四
一

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

一
四
一

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

一
四
二

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

一
四
三

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

一
四
三

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
三
件

一
四
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
四
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
四
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
四
六

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

一
四
六

告

示

福
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
二
年
三
月
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

一
般
財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究

福
島
市
荒
井
北
三
丁
目
一
―
十
三

令
和
五
年
三
月
五
日

所
附
属
南
東
北
福
島
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

や
ま
み
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

会
津
若
松
市
山
見
町
四
〇
―
二

令
和
元
年
一
〇

月
一
日

葛
尾
村
診
療
所

双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
菅
ノ
又
六
―

平
成
三
一
年
四

一

月
一
日

大
道
寺
歯
科
医
院

本
宮
市
本
宮
下
町
五
〇
―
五

令
和
元
年
一
〇

月
一
日

ベ
ー
ス
薬
局

山
見
町
店

会
津
若
松
市
山
見
町
四
〇
―
五

同

日

エ
ー
ル
薬
局
千
石
店

会
津
若
松
市
東
千
石
一
―
四
―
三

同

日

エ
ー
ル
薬
局
門
田
店

会
津
若
松
市
建
福
寺
前
九
―
一
八

同

日

エ
ー
ル
薬
局
河
東
店

会
津
若
松
市
河
東
町
郡
山
字
村
西
一
五
―

同

三

日
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エ
ー
ル
薬
局
十
文
字
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
四
〇
―

同

二

日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

会
津
若
松

会
津
若
松
市
湯
川
町
四
―
一
〇

同

年
一
二

湯
川
店

月
一
日

ふ
く
だ
や
薬
局

田
村
市
船
引
町
上
移
字
町
八
四

同

年
一
〇

月
一
日

須
賀
川
ス
カ
イ
薬
局

須
賀
川
市
森
宿
字
狐
石
一
二
九
―
四
五

同

日

エ
ー
ル
薬
局
中
島
店

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
二
ツ
山
三

同

七
―
一
一

日

エ
ー
ル
薬
局
伊
達
店

伊
達
市
岡
前
二
〇
―
四

同

日

エ
ー
ル
薬
局
高
木
店

本
宮
市
高
木
字
平
内
七
四
―
一

同

日

２

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

す
み
れ
訪
問
看

田
村
市
船
引
町
船

医
療
法
人

健

田
村
市
船
引
町
船

平
成
三
〇
年
六

護
ス
テ
ー
シ
ョ

引
字
砂
子
田
一
九

山
会

引
字
砂
子
田
四
二

月
一
日

ン

八

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

大
森

清
孝

相
馬
市
成
田
字

在
宅
訪
問
マ
ッ

相
馬
市
磯
部
字
迎
三
三

令
和
元
年
九
月

藤
堂
塚
三
六

サ
ー
ジ
か
が
や

四
―
六

二
七
日

〇
―
五

き

菜
の
花
相

馬
店

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松
Ａ
エ
リ
ア

福
島
県
二
本
松
市
作
田
二
四
〇
番
ほ
か
四
十
九
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
ワ
ン

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

鈴
木

俊
雄

住
所

福
島
県
白
河
市
新
白
河
四
丁
目
六
〇
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
二
年
十
一
月
一
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
百
四
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

二
百
八
十
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数
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㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

百
二
十
四
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

二
百
三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

二
十
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

別
紙
書
面
の
と
お
り

㈡

閉
店
時
刻

別
紙
書
面
の
と
お
り

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

三
箇
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

別
紙
書
面
の
と
お
り

七

届
出
年
月
日

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

（
「
別
紙
書
面
」
及
び
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
及
び
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松
Ｂ
エ
リ
ア

福
島
県
二
本
松
市
作
田
二
二
番
一
ほ
か
七
十
五
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
ワ
ン

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

鈴
木

俊
雄

住
所

福
島
県
白
河
市
新
白
河
四
丁
目
六
〇
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
二
年
十
一
月
一
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
九
百
四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

二
百
四
十
四
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

百
四
十
六
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

百
二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

二
十
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

別
紙
書
面
の
と
お
り

㈡

閉
店
時
刻

別
紙
書
面
の
と
お
り

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

三
箇
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

別
紙
書
面
の
と
お
り

七

届
出
年
月
日

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

（
「
別
紙
書
面
」
及
び
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
及
び
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
号
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
二
年
三
月
十

三
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
郡
山
安
積
店

福
島
県
郡
山
市
笹
川
二
丁
目
六
番
一
号
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
㈠

数

七
箇
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
㈠

数

八
箇
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

令
和
二
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
二
年
三
月
四
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

（
「
別
紙
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査
と

し
て
令
和
二
年
三
月
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
う
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

調
査
地
域

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
の
一
部

三

調
査
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
南
部
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ

た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
三
月
四
日
認
可
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始
を
す
る
旨
起
業
者
国
土
交
通
大
臣
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

事
業
の
種
類

一
般
国
道
百
二
十
一
号
改
築
工
事
（
湯
野
上
バ
イ
パ
ス
・
福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
陦
字

窪
尻
山
地
内
か
ら
同
町
大
字
合
川
字
三
斗
蒔
地
内
ま
で
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
県
道
及
び
町
道
付
替

工
事

二

収
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
合
川
字
獅
子
打
、
字
下
菜
飯
、
字
牧
ノ
内
及
び
字
三
斗
蒔
地
内

三

使
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
合
川
字
獅
子
打
、
字
下
菜
飯
、
字
牧
ノ
内
及
び
字
三
斗
蒔
地
内

四

収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所

下
郷
町
役
場
建
設
課

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

本
宮
市
本
宮
字
兼
谷
三
五

変
更
前

七
・
八
〜

三
七
四
・
三

熱
海
線

番
五
地
先
か
ら

一
〇
・
八

同

市
本
宮
字
兼
谷
平
一

八
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
五
〜

三
七
四
・
三

一
六
・
四
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
浜

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
前

Ａ

六
・
五
〜

四
三
九
・
一

字
町
線

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

二
〇
・
四

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｂ

一
六
・
八
〜

一
五
三
・
六

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

五
一
・
〇

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
四
一
五
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｃ

一
六
・
〇
〜

一
八
五
・
四

丸
山
二
四
六
番
地
先
か
ら

三
八
・
八

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
後

Ａ

六
・
五
〜

四
三
九
・
一

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

二
〇
・
四

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｂ

一
六
・
八
〜

一
五
三
・
六

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

五
一
・
〇

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
四
一
五
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｃ

一
六
・
〇
〜

一
八
五
・
四

丸
山
二
四
六
番
地
先
か
ら

四
六
・
〇

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｄ

九
・
四
〜

六
一
・
五

丸
山
四
一
五
番
地
先
か
ら

九
・
四

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
二
四
六
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
小
浜
字
町
線

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字
西
内
三
三
番

令
和
二
年
三
月
一
三
日

一
地
先
か
ら

同

市
原
町
区
小
浜
字
丸
山
一
六
一

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
赤
柴
中
島
線

相
馬
郡
新
地
町
大
字
谷
地
小
屋
字
砂
小

令
和
二
年
三
月
一
三
日

田
一
〇
三
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
谷
地
小
屋
字
背
中

振
二
一
番
一
〇
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

須
賀
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
須
賀
川
市
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
十
日

四

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
告

示
第
二
百
十
四
号
）
の
事
業
地
に
須
賀
川
市
森
宿
字
ビ
ワ
ノ
首
、
牡
丹
園
、
向
陽
町
、

和
田
字
仁
井
池
上
及
び
仁
井
田
字
大
谷
地
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
須
賀
川
市
森
宿
字
御
膳
田
、
字
向
日
向
及
び
字
安
積
田
並
び
に

花
岡
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

鏡
石
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
鏡
石
町
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
四
年
一
月
二
十
六
日

四

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
三
月
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

福
島
県
猟
友
会

南
会
津
郡
南
会
津
町

令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら

福
島
県
猟
友
会
南
会
津

南
会
津
支
部

長
野
字
長
野
八
二
番

令
和
六
年
九
月
三
〇
日
ま
で

支
部
事
務
所

支
部
長

星

地

南
会
津
郡
南
会
津
町
長

光
久

野
字
長
野
八
二
番
地

（
出
納
総
務
課
）

公

告



令和２年３月13日 金曜日 福 島 県 報 第88号144

公 告 第 ４ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 帰 還 困 難 区 域 内 に お け る モ ニ タ

リ ン グ ポ ス ト 電 源 多 重 化 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ３ 月 13日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
帰 還 困 難 区 域 内 に お け る モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 電 源 多 重 化 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 室 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 福 島 県 福 島 市 杉 妻

町 ２ 番 16号
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 日 立 製 作 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ６ 番 ６ 号
５ 落 札 金 額

14 3 , 0 0 0 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

令 和 元 年 12月 27日
（ 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 ）

公 告 第 ４ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 帰 還 困 難 区 域 外 に お け る モ ニ タ

リ ン グ ポ ス ト 電 源 多 重 化 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ３ 月 13日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
帰 還 困 難 区 域 外 に お け る モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 電 源 多 重 化 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 室 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 福 島 県 福 島 市 杉 妻

町 ２ 番 16号
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 日 立 製 作 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ６ 番 ６ 号
５ 落 札 金 額

30 6 , 9 0 0 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

令 和 元 年 12月 27日
（ 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 ）

公 告 第 ４ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 流 域 下 水 道 （ 県 中 ・ 二 本 松 ・ 田

村 処 理 区 ） 維 持 管 理 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共
団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下
「特例政令」という。）第 12条 及 び福島県財務規則（昭和 39年 福島県規則第 17号 ）第 274条
の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ３ 月 13日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 半 澤 雅 則

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
流 域 下 水 道 （ 県 中 ・ 二 本 松 ・ 田 村 処 理 区 ） 維 持 管 理 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ２ 年 ２ 月 ７ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
テ ス コ 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 西 神 田 一 丁 目 ４ 番 ５ 号

５ 落 札 金 額
2 , 5 9 7 , 7 6 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 元 年 12月 13日

（ 総 務 課 ）

公
告
第
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

矢
吹
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

蛭
田

𣳾
昭

西
白
河
郡
矢
吹
町
寺
内
西
一
八
五
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

千
軒
平
溜
池
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

金
成

一
男

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
中
平
二
六
番
地

同

照
沼

晴
一

同

市
四
倉
町
下
柳
生
字
熊
ノ
御
嶽
九
番
地

同

植
田

正
則

同

市
四
倉
町
薬
王
寺
字
玉
広
四
〇
番
地

同

西
山

正
徳

同

市
四
倉
町
山
田
小
湊
字
塙
四
五
番
地

同

荻

光
榮

同

市
四
倉
町
玉
山
字
林
崎
八
三
番
地

同

長
谷
川

秀

同

市
四
倉
町
中
島
字
中
島
一
七
番
地

同

渡
邉

金
次

同

市
四
倉
町
白
岩
字
沼
ノ
作
五
二
番
地

同

戸
田

孝
好

同

市
四
倉
町
戸
田
字
堰
原
七
八
番
地

同

鯨
岡

千
春

同

市
四
倉
町
長
友
字
済
戸
六
三
番
地

同

赤
塚

喜
則

同

市
四
倉
町
名
木
字
仲
ノ
内
五
五
番
地

同

大
谷

芳
弘

同

市
四
倉
町
塩
木
字
家
ノ
内
二
番
地

同

酒
井

邦
夫

同

市
四
倉
町
狐
塚
字
古
川
六
二
番
地

同

藤
堂

喜
好

同

市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
北
姥
田
六
二
番
地

同

鈴
木

彦
三

同

市
四
倉
町
下
仁
井
田
字
道
庭
一
四
四
番
地

同

猪
狩

哲

同

市
大
久
町
大
久
字
田
仲
三
五
番
地

同

水
野

功

同

市
大
久
町
大
久
字
入
間
沢
六
九
番
地
の
三

同

船
生

正
一

同

市
四
倉
町
玉
山
字
星
作
三
一
番
地
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
監
事

鈴
木

和
恵

同

市
四
倉
町
駒
込
字
久
原
四
七
番
地

同

大
間

●
惠

同

市
四
倉
町
中
島
字
中
島
七
八
番
地

同

若
松

伸
洋

同

市
四
倉
町
狐
塚
字
川
田
三
八
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

棚
部

巖

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
馬
場
五
一
番
地

同

佐
藤

敬

同

市
四
倉
町
上
柳
生
字
宮
下
七
番
地

同

植
田

正
則

同

市
四
倉
町
薬
王
寺
字
玉
広
四
〇
番
地

同

西
山

正
徳

同

市
四
倉
町
山
田
小
湊
字
塙
四
五
番
地

同

荻

光
榮

同

市
四
倉
町
玉
山
字
林
崎
八
三
番
地

同

長
谷
川

秀

同

市
四
倉
町
中
島
字
中
島
一
七
番
地

同

野
口

政
則

同

市
四
倉
町
戸
田
字
稲
荷
作
八
九
番
地

同

鯨
岡

千
春

同

市
四
倉
町
長
友
字
済
戸
六
三
番
地

同

小
野

保
夫

同

市
四
倉
町
名
木
字
仲
ノ
内
三
四
番
地

同

鈴
木

敏
夫

同

市
四
倉
町
塩
木
字
家
ノ
内
五
〇
番
地

同

若
松

伸
洋

同

市
四
倉
町
狐
塚
字
川
田
三
八
番
地

同

藤
堂

喜
好

同

市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
北
姥
田
六
二
番
地

同

鈴
木

健
司

同

市
四
倉
町
下
仁
井
田
字
樋
向
三
五
番
地

同

水
野

功

同

市
大
久
町
大
久
字
入
間
沢
六
九
番
地
の
三

同

船
生

正
一

同

市
四
倉
町
玉
山
字
星
作
三
一
番
地

監
事

松
田

恒
夫

同

市
四
倉
町
上
柳
生
字
中
山
二
四
番
地

同

和
田

牧
夫

同

市
四
倉
町
長
友
字
構
江
四
八
番
地

同

市
井

幸
男

同

市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
折
敷
田
二
〇
番
地
の
七

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
木
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
防
災
事
業
（
た
め
池
等
整
備

事
業
）
）
の
工
事
は
令
和
元
年
八
月
六
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
相
馬
市
か
ら
相
馬
地
方
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写

し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

�


